
 

五島市の給与・定員管理等について 

 

１ 総括 
（１） 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 

（１６年度末） 
歳出額 Ａ 実質収支 人件費 Ｂ 

人件費率 

Ｂ/Ａ 

１６年度 ４６,９０５人 31,850,840 千円 1,107,841 千円 6,615,644 千円 ２０．８% 

 

（２） 職員給与費の状況（普通会計予算） 

給   与   費 
区 分 

 

職員数 

Ａ 給  料 職員手当 期末・勤勉 計  Ｂ 

１人当たり 

給与費 

Ｂ／Ａ 

１７年度 ７０３人 2,946,871 千円 419,530 千円 1,212,185 千円 4,578,586 千円 6,513 千円 

（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 
      ２ 給与費は当初予算に計上された額である。 

 

（３） 特記事項  給与の抑制措置（平成１７年４月１日から実施したもの） 

  ① 常勤の特別職給与の１０％引き下げ 

役  職 引き下げ前の給料月額 引き下げ後の給料月額 引き下げ額 

市  長 ８３０，０００円 ７４７，０００円 ８３，０００円 

助  役 ６８０，０００円 ６１２，０００円 ６８，０００円 

収 入 役 ６０３，０００円 ５４２，７００円 ６０，３００円 

教 育 長 ６０３，０００円 ５４２，７００円 ６０，３００円 

 

  ② 管理職手当の支給率を１～２％引き下げ 

役  職 引き下げ前 引き下げ後 

課 長 級 給料月額の１２％ 給料月額の１０％ 

課長補佐級 給料月額の ８％ 給料月額の ７％ 

 

（４） ラスパイレス指数の状況（平成１７年４月１日現在） 

区  分 五 島 市 類似団体平均 全国市平均 

１７年度 ９８．９ ９５．４ ９７．６ 

（注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を 
示す指数である。 

２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均した 
ものである。 

 



 
２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 
（１） 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成１７年４月１日現在） 
①一般行政職 

区 分 平均年齢      平均給料月額 平均給与月額 

３７５，８８３円 
五 島 市 ４２．３歳 ３３８，１８０円 

３６４，５６６円 

国 ４０．３歳 ３２９，７２８円 ３８２，０９２円 

３９０，８２７円 
類 似団体 ４２．１歳 ３３１，３０１円 

３６３，１８６円 

 

②技能労務職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

３７０，９７７円 
五 島 市 ４５．２歳 ３４５，２５４円 

３６３，６７５円 

３７６，０４５円 
 うち用務員 ４５．８歳 ３５３，４３３円 

３７１，１１８円 

国 ４８．１歳 ２８５，００８円 ３１６，３５０円 

３０２，３５３円 
類 似団体 ４５．６歳 ２８０，２５７円 

２９３，２０７円 

 

③消防職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

４０４，４１７円 
五 島 市 ４４．５歳 ３４４，８４８円 

３７０，１４５円 

３９８，５４２円 
類 似 団 体 ４１．６歳 ３２９，７１５円 

３５３，８８７円 

 
（注）１ 「平均給料月額」とは、平成１７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。 
     ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務手 

当などの諸手当の額を合計したものである。このうち、上段はこれら全ての諸手当込みのものであ 
り、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。また、下段は国家公務員の 
平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため 
国家公務員と同じベースで再計算したものである。 



 

（２）職員の初任給の状況（平成１７年４月１日現在） 

五島市 国 
区   分 

初任給 ２年後の給料 初任給 ２年後の給料 

大学卒 １７０，７００円 １９０，２００円 １７０，７００円 １８４，４００円 
一般行政職 

高校卒 １３８，８００円 １５４，３００円 １３８，８００円 １４８，５００円 

技能労務職 高校卒 １３８，８００円 １５４，３００円 １３６，０００円 １４５，５００円 

 

（３）職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況（平成１７年４月１日現在） 

区   分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年 

大学卒 ２６９，３００円 ３４８，０００円 ３８７，８００円 
一般行政職 

高校卒 ２１３，３００円 ２７７，６００円 ３４８，０００円 

技能労務職 高校卒 ２１３，３００円 ２７７，６００円 ３４８，０００円 

 

 

３ 一般行政職の級別職員数等の状況 
（１）一般行政職の級別職員数の状況（平成１７年４月１日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

８級 
課長 

支所長 
２７人 ５．４％ 

７級 課長補佐 １１４人 ２２．７％ 

６級 係長 １４１人 ２８．０％ 

５級 
係長 

上級係員 
４３人 ８．５％ 

４級 上級係員 ５３人 １０．５％ 

３級 吏員 ８９人 １７．７％ 

２級 吏員 ２３人 ４．６％ 

１級 事務員 １３人 ２．６％ 

（注）１ 五島市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

      ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 

 



 

（２）昇給期間短縮の状況 

区        分 全 職 種 

職    員    数 
Ａ 

人 
８００ 

普通昇給期間（12～24月）を短
縮して昇給した職員数 

Ｂ 

人 
９２ 

１６年度 
（H16.8.2～
H17.4.1） 

比         率 
Ｂ／Ａ 

％ 
１１．５ 

 

 
４ 職員の手当の状況 
（１） 期末手当・勤勉手当 

五   島   市 国 

１人当たり平均支給額（１６年度） 
１，６７１千円 － 

（１６年度支給割合） 
     期末手当     勤勉手当 
    ３．０ 月分   １．４ 月分 
    (１．６)月分   (０．７)月分 

（１６年度支給割合） 
     期末手当     勤勉手当 
    ３．０ 月分   １．４ 月分 
    (１．６)月分   (０．７)月分 

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 
・役職加算    ５～１５％ 
 

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 
・役職加算    ５～２０％ 
・管理職加算  １０～２５％ 

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

（２） 退職手当（平成１７年４月１日現在） 

五   島   市 国 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続２０年 ２１．００月分 ２８．０８８月分 勤続２０年  ２１．０月分  ２７．３月分 

勤続２５年 ３３．７５月分 ４３．３３５月分 勤続２５年 ３３．７５月分 ４２．１２月分 

勤続３５年 ４７．５０月分 ６０．９９月分 勤続３５年  ４７．５月分 ５９．２８月分 

最高限度額 ６０．００月分 ６０．９９月分 最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分 

 その他の加算措置 

 ・定年前早期退職特例措置 （2%～20%加算） 

 ・退職時特別昇給 １号、昇給期間６ヶ月以上経過

の者は、さらに１号 

自己都合 勧奨・定年 １人当たり 

平均支給額 １８，２５７千円 ２６，１３６千円 

 その他の加算措置 

 ・定年前早期退職特例措置 （2%～20%加算） 

   

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。 

 



（３） 特殊勤務手当（平成１７年４月１日現在） 

区     分 全  職  種 

支給実績（１６年度決算）※ ２４，４７２千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算） ２４４，７２３円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（１６年度） １２．５％ 

手当の種類（手当数） １５ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対する支

給単価 

徴収事務従事者
手当 

市税の徴収事務に専従
する職員 

市税の徴収事務 月額 3,500 円 

福祉事務従事者
手当 

福祉事務従事職員のう
ち、現業又は査察事務
に従事する職員 

福祉事務のうち、現業又は査察事務 月額 8,800 円 

行旅死亡人等収
容手当 

行旅死亡人、行旅病人
の収容に従事した職員 

行旅死亡人、行旅病人の収容 

○行旅死亡人の収容 
１件につき 4,000 円 
○行旅病人の収容 
１件につき 1,600 円 

感染症防疫作業
従事者手当 

感染の危険がある作業
等に従事した職員 

感染症又は家畜伝染病が発生し、又は発生
するおそれがある場合において、感染症の
患者（患畜）若しくは感染症の疑いのある
患者（疑似患畜）の救護又は感染症の病原
体の付着した物件若しくは付着の危険があ
る物件の処理作業 

日額 600 円 

養護老人ホーム
勤務手当 

養護老人ホームに勤務
する介護職員 

養護老人ホームにおける介護業務 月額 3,200 円 

特別養護老人ホ
ーム勤務手当 

特別養護老人ホームに
勤務する介護職員、看
護師 

特別養護老人ホームにおける介護、看護業
務 

＜介護職員＞ 
月額 12,800 円 
＜看護師＞ 
月額 6,400 円 

高所勤務手当 
高所において作業等に
従事する職員 

地上５メートル以上の箇所における工事の
指導監督又は作業 

日額 270 円 

医師手当 診療所の医師 
診療所で医療に従事する医師 
（他の診療所及び保健センター等における
医療に従事したときは、加算あり） 

月額 308,000 円 
（１回につき 22,000
円を加算） 

往診手当 診療所の医師 往診に従事するもの 
往診料の額 
（30 万円限度） 

校医手当 診療所の医師 市内の小中学校の校医であるもの 
１校につき 
年額 75,500 円 

保育所医手当 診療所の医師 市内の保育所医であるもの 
１保育所につき 
年額 20,000 円 

予防接種手当 診療所の医師 予防接種に従事 １日 2,700 円 

離島勤務手当 
離島に所在する出張所
等に勤務する職員 

離島に所在する出張所（出張所分室を含
む。）、診療所（分院を含む。）、小中学校及
び保育所に勤務する職員 

月額 23,000 円 
（ただし、支給日から３
年を経過した者及び通
勤により勤務する者に
ついては、月額3,000円） 

用地交渉手当 
用地交渉業務に従事す
る職員 

用地の取得又は処分のため継続的に交渉業
務に従事 

日額 350 円 

放射線取扱手当 
放射線照射作業に従事
する職員 

エックス線その他の放射線を人体に対して
照射する作業に従事 

日額 230 円 

※五島市の１６年度決算（H16.8.1～H17.3.31）です。 

 



（４） 時間外勤務手当 

 

※五島市の１６年度決算（H16.8.1～H17.3.31）です。 

 

（５） その他の手当（平成１７年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制
度との
異同 

国の制度
と異なる
内容 

支 給 実 績
（１６年度
決算）※ 

支給職員１人
当たり平均支
給年額(１６
年度決算) 

配偶者              13,500 円 

配偶者以外の扶養親族２人まで  6,000 円 

扶養手当の支給対象となっていない配偶者
を有する職員の扶養親族のうち１人 

6,500 円 

配偶者のいない職員の扶養親族のうち１人
11,000 円 

その他（配偶者以外の扶養親族） 5,000 円 

扶養手当 
配
偶
者
以
外 

満 16 歳の年度初めから満 22 歳の年度末ま
での子           5,000 円加算 

同じ  94,174 千円 177,019 円 

自宅居住職員（※自宅の新築・購入から 5年間に
限る)                2,500 円 

住居手当 
借家・借間居住職員（月額 12,000 円を超える家
賃を支払っている職員）    27,000 円以内 

同じ  27,125 千円 125,000 円 

交通機関を利用して通勤する職員(2km 以上) 
55,000 円以内 

通勤手当 
自動車等交通用具を使用して通勤する職員(2km
以上。使用距離に応じて支給)  24,500 円以内 

同じ  18,177 千円 44,661 円 

単身赴任
手当 

公署を異にする異動等に伴い転居し、やむを得な
い事情により配偶者と別居することとなった職
員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後
に在勤する公署に通勤することが困難であると
認められるもののうち、単身で生活することを常
況とする職員 
・23,000 円＋加算額 
※加算額は距離に応じて 6,000 円～45,000 円 

同じ  2,952 千円 210,857 円 

管理職手
当 

管理又は監督の地位にある職員 
・課長級：給料月額の 12％ 
・課長補佐級：給料月額の 8％ 
(※ただし、H17.4.1 から当分の間 12%は 10%、8%
は 7%で支給する) 

異なる 

国：8～25％ 
 
※支給割合
が異なる 

36,099 千円 325,221 円 

初任給調
整手当 

医療職給料表の適用を受ける職員の職に新たに
採用された職員  
・307,900 円(採用の日から 35 年の期間に限る) 

異なる 

国：採用の
日以後の期
間の区分に
応じて額が
変動 

9,853 千円 2,463,200 円 

休日勤務
手当 

休日において正規の勤務時間中に勤務すること
を命ぜられ、勤務した場合 
※勤務１時間当たりの給与額×135/100×休日勤
務時間数 

異なる 

※勤務１時
間あたりの
給与額の算
出方法が異
なる 

28,912 千円 344,188 円 

宿日直手
当 

宿日直勤務を命ぜられた職員 
・勤務１回につき 4,200 円（入院患者の病状の急
変等に対処するための医師の宿日直勤務にあっ
ては 20,000 円、看護師の宿日直勤務にあっては
7,200 円） 

異なる 

国：勤務時
間が 5 時間
未満の場合
は、百分の
五十を乗じ
て得た額 

6,277 千円 418,487 円 

支給実績（１６年度決算）※ １５７，３６３千円 

職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算） １９６千円 



夜間勤務
手当 

正規の勤務時間として午後 10 時から翌日の午前
５時までの間に勤務した場合 
※勤務１時間当たりの給与額×25/100×深夜勤
務時間数 

異なる 

※勤務１時
間あたりの
給与額の算
出方法が異
なる 

4,454 千円 50,044 円 

管理職員
特別勤務
手当 

管理職手当を受給している職員が、臨時又は緊急
の必要等により、週休日、休日等に勤務した場合 
・課長級：6,000 円 ・課長補佐級：4,000 円 

異なる 

国：管理職
手当８％適
用職員は支
給しない 

758 千円 31,583 円 

医師調整
手当 

旧玉之浦町玉之浦診療所に勤務していた医師で
引き続いて五島市玉之浦診療所に勤務するもの 
・460,000 円（※平成 20 年 9 月までの間に限る） 

  3,200 千円 3,200,000円 

※五島市の１６年度決算（H16.8.1～H17.3.31）です。 

 

 

５ 特別職の報酬等の状況（平成１７年４月１日現在） 
 

区   分 給料月額等 （参考）類似団体における最高／最低額 

給 

料 

市 長 

助 役 

収入役 

８３０，０００円 （７４７，０００円） 

６８０，０００円 （６１２，０００円） 

６０３，０００円 （５４２，７００円） 

９６０，０００円／７４７，０００円 

７７０，０００円／５９２，０００円 

６８０，０００円／５４２，７００円 

報 

酬 

議 長 

副議長 

議 員 

４３３，０００円 

３５１，０００円 

３３５，０００円 

４７５，０００円／３１０，０００円 

４１０，０００円／２２０，０００円 

３８０，０００円／２００，０００円 

市 長 

助 役 

収入役 

（１６年度支給割合） 

３．３月分 期 

末 

手 

当 

議 長 

副議長 

議 員 

（１６年度支給割合） 

３．３月分 

退
職
手
当 

 

市 長 

助 役 

収入役 

 （算定方式）             （支給時期） 

報酬月額×支給割合 600/100×在職年数   任期毎 

 報酬月額×支給割合 360/100×在職年数   任期毎 

報酬月額×支給割合 250/100×在職年数   任期毎 

（注） 平成１７年４月１日から給料の減額を実施しており、（ ）書きは減額後の額です。 



 

６ 職員数の状況 
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由 

職  員  数     区 分 

 

部 門 
平成 16 年 

8 月 1 日現在 

平成 17 年 

4 月 1 日現在 

増減数 主な増減理由 

議  会 10 7 ▲ 3 

総務企画 168 171 3 

税  務 43 42 ▲ 1 

農林水産 76 69 ▲ 7 

商  工 21 18 ▲ 3 

土  木 51 48 ▲ 3 

民  生 99 83 ▲ 16 

衛  生 60 63 3 

退職不補充、部門間異動による減員 
一
般
行
政
部
門 

小  計 528 501 ▲ 27 [参考：類似団体の職員数   人] 

教  育 86 83 ▲ 3 

消  防 94 95 1 
退職不補充による減員 

特
別
行
政 

 
 

部
門 

小  計 180 178 ▲ 2 [参考：類似団体の職員数   人] 

病  院 26 19 ▲ 7 

水  道 37 38 1 

交  通 4 7 3 

そ の 他 25 46 21 

部門間異動による増員 

公
営
企
業
等 

 
 
 
 

会
計
部
門 

小  計 92 110 18  

合  計 
800 

[911] 

789 

[911] 

▲ 11 

[0] 

 

 

 （注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。 
    ２ [     ]内は、条例定数の合計である。 
 

（２）年齢別職員構成の状況（平成１７年４月１日現在） 

区 分 

20歳 

 

未満 

20歳 

～ 

23歳 

24歳 

～ 

27歳 

28歳 

～ 

31歳 

32歳 

～ 

35歳 

36歳 

～ 

39歳 

40歳 

～ 

43歳 

44歳 

～ 

47歳 

48歳 

～ 

51歳 

52歳 

～ 

55歳 

56歳 

～ 

59歳 

60歳 

 

以上 

計 

職員数 
人 

２ 
人 

２２ 
人 

５０ 
人 

９０ 
人 

８５ 
人 

６１ 
人 

７５ 
人 

９４ 
人 

１２２ 
人 

１０３ 
人 

８３ 
人 

２ 
人 

７８９ 

 

（３）定員適正化計画 

職員の定員適正化計画については、国が示す定員モデルの数値及び類似団体別職員数等の状況の分析や、将

来の行政需要等を勘案して策定することとしています。 

定員適正化の手法としては、今後、行政改革大綱及び行政改革実施計画に基づき、事務事業・組織機構の見

直し等を進めながら、適正化に努めることといたします。 


